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-様式第２－２号 

令和２年 ６月  日   

  

中部運輸局 三重運輸支局長 殿 

  

                 名     称 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会   

住     所  三重県三重郡菰野町大字潤田 1281 番地 

代表者の氏名 会長 小林 周平    印      

 

 

自家用有償旅客運送の更新登録の申請 

 

 

 このたび、自家用有償旅客運送の有効期間の更新を行いたいので、道路運送法第７９条

の６及び同法施行規則第５１条の１０の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．名称、住所、代表者の氏名 
名  称 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会 

住  所 三重県三重郡菰野町大字潤田 1281 番地 

代表者名 会長 小林 周平 

 

 

２．登録番号 
中三公第２号 

 

３．自家用有償旅客運送の種別 
公共交通空白地有償運送 

 

 

４．運送の区域 
運送の区域 備      考 

 

菰野町のうち大字大羽根園 

 

 

 

 

５．事務所の名称及び位置 
事務所の名称 位      置 

菰野町社会福祉協議会 三重郡菰野町潤田１２８１番地 

資料資料資料資料    ５５５５    
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６．事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 

事務所の名称 
所有 

区分 

バ   ス 

（乗車定員１１人以上） 

普通自動車 

（乗車定員１０人以下） 

合 計 

 

菰野町社会福祉

協議会 
所有 

 

   

１ 

（１） 

１ 

(１) 

持込 
 

 

 

（ ） 

 

 

合計 
 １ 

(１) 

１ 

（１） 

軽自動車については、（ ）内に内数で記載すること 

 

事務所の名称 
所 有 

区 分 

寝台車 

（軽） 

車いす車 

（軽） 

兼用車 

（軽） 

回転シート車 

（軽） 

セダン等 

（軽） 

合 計 

（軽） 

菰野町社会福祉

協議会 
所 有 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（ ） 

持 込 
 

（ ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（ ） 

 

（  ） 

 

（ ） 

合 計 
 

（  ） 

 

（ ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

  

（ ） 

軽自動車については、（ ）内に内数で記載すること 

 

７．運送しようとする旅客の範囲 
公共交通空白

地有償運送 

名簿に記載された者 

福祉 

有償 

輸送 

 イ 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者 

 ロ 介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けている者 

 ハ 介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者 

 ニ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者 

 行うものに○を付すものとする。 

 

８．添付書類 

（１）定款又は寄付行為、登記事項証明書、役員名簿 

（２）法第７９条の４第１～４号に該当しない旨を証する書類 

（３）運営協議会において協議が調ったことを証する書類 

（４）自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 

（５）運転者が必要な要件を備えていることを証する書類 

（６）運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類 

（７）整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類 

（８）事故発生時の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類 

（９）損害賠償措置 

（10）運送しようとする旅客の名簿 

（11）登録証（原本） 
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 様式第３号 

 

中部運輸局三重運輸支局長 殿 

 

 

 

宣  誓  書 
 

 当法人における役員の全員が、道路運送法第７９条の４第１項第１号から第４号までの

いずれにも該当しないことを宣誓致します。 

 

 令和２年 ６月  日 

 

名    称 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会    

住    所 三重県三重郡菰野町大字潤田 1281 番地 

 

代表者の氏名 会長 小 林  周 平   印 
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様式第４号 

 

運転者就任承諾書 兼 就任予定運転者名簿 

 

申請者（菰野町社会福祉協議会）が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、その 

乗務する者として就任することを承諾致します。 

 

 
氏  名 住      所 

運転免許の種類 

区 分 種 類 

１ 
北住 多喜生 

 

菰野町大羽根園新林町４４４３-７０ 公共 中型 

１種 

２ 
松林 孝子 

 

菰野町大羽根園呉竹町１２-２６ 公共 中型 

１種 

３ 
坂倉 幸代 

 

菰野町大羽根園新林町４２２７-４２ 公共 中型 

１種 

４ 
中田 健二 

 

菰野町大羽根園柴垣町８-１２ 公共 中型 

１種 

５ 
酒井 麗子 

 

菰野町大羽根園呉竹町９-７ 公共 中型 

１種 

※ 運転免許の種類欄には、受けている運転免許の別（普通・大型及び１種・２種）を記載すること。 

※ 第２種運転免許を有しない者にあっては、施行規則第５１条の１６第１項各号のいずれかの要件を備えているこ

とを証する書類を添付すること。 

※ 福祉輸送を行うにあたり福祉自動車以外を使用して行う場合にあっては、施行規則第５１条の１６第３項各号の

いずれかの要件を備えていることを証する書類を添付すること。 
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様式第５号 

  

運行管理の責任者 就任承諾書 

 

 

 申請者（菰野町社会福祉協議会）が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、その 

運行管理の責任者として就任することを承諾致します。 

 

令和２年 ６月  日 

 

住   所 三重県三重郡菰野町大字竹成 2103 番地 

氏   名 松 尾  満 正      印               

 

※  乗車定員１１以上の車両を配置する事務所及び乗車定員１０人以下の車両を５両以上配置する事務所の運行

管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第５１条の１７第２項各号のいずれかの要件を

備えていることを証する書類を添付すること。 
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   様式第６号 

運送の主体（申請者名） 菰野町社会福祉協議会 

 

運行管理の体制等を記載した書類 

 

事務所名（ 菰野町社会福祉協議会 ） 

 

１．運行管理・整備管理の体制 

（ア）運行管理の責任者の就任予定名簿 

No 氏   名 住   所 資格の種類 委託 

１ 
松尾 満正 三重県三重郡菰野町大字竹成

2103 番地 

なし  

２     

３     

 乗車定員１１人以上の車両を配置する事務所及び乗車定員１０人以下の車両を５両以上配置する事務所の

運行管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第５１条の１７第２項各号のいずれか

の要件を備えていることを証する書類を添付すること。 

 資格の種類には、法２３条第１項の運行管理者、その他の別を記載するものとする。 

 市町村運営有償運送にあって運行を委託する場合は、受託者における運行管理の責任者を記載し、委託欄

に○印を記載するものとする。 

 

（イ）整備管理の責任者の就任予定名簿 

No 氏  名 住    所 

１ 松尾 満正 三重県三重郡菰野町大字竹成 2103 番地 

２   

３   

 

（ウ）運行管理・整備管理に係る指揮命令系統 

代表者 

氏名 小林周平 

 運行管理の責任者 

氏名 松尾満正  

運行管理の責任者 

の代行者 

氏名 松永直起 

 運転者 

北住多喜生 松林孝子 

坂倉幸代  中田健二  

酒井麗子   
    

  運行管理の責任者がやむ

を得ず不在となる場合の

運行管理を代行する者 

 整備管理の責任者 

氏名 松尾満正 
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２．事故処理連絡体制 

運転者 

北住多喜生 松林孝子 

坂倉幸代  中田健二  

酒井麗子   

→ 事故対応の責任者 

氏名 松尾満正 

菰野町社会福祉協議会 

(059-394-1294) 

→ 代表者 

氏名 小林周平 

菰野町社会福祉協議会 

(059-394-1294) 

↓      ↓       ↓ 

警察署 

四日市西警察署 

連絡先 (059-394-0110) 

 地域公共交通会議（又は協議会）・運営協議会・ 

運輸支局（又は指定都道府県等） 

・地域公共交通会議 事務局 

 菰野町役場 総務課 (059-391-1102) 

・三重運輸支局    (059-234-8411) 

 

 

 

３．苦情処理体制 

苦情処理責任者 

松尾満正 

菰野町社会福祉協議会(059-394-1294) 

 苦情処理担当者 

北岡有子 

菰野町社会福祉協議会(059-394-1294) 
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様式第７号 

 

 

 

中部運輸局三重運輸支局長 殿 

 

 

 

宣  誓  書 
 

 

 道路運送法第７９条の登録を受けた時は、速やかに以下のとおり損害を賠償するための

措置を講ずることを誓約します。 

 

記 

 

保険（共済）の種類 補償金額  

対人保険（共済） （無制限・       万円） 

対物保険（共済） （無制限・       万円） 

 

 令和２年 ６月  日 

 

             名    称 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会 

               住    所 三重県三重郡菰野町大字潤田 1281 番地 

            代表者の氏名 会長 小 林 周 平    印     
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様式第２－５号 

 

令和２年６月  日 

 

 三重運輸支局長 殿 

 

 

 

運営協議会において協議が調ったことを証する書類 

 

 

 申請のあった自家用有償旅客運送については、下記のとおり運営協議会を開催し、一般

旅客自動車運送事業者だけでは輸送サービスの提供が十分でなく、かつ、地域住民の生活

に必要な旅客輸送を確保するために必要であるとの合意に至ったので、その旨証明します。 

 

記 

 

１．自家用有償旅客運送の種別 

 

公共交通空白地有償運送 

 

２．運営協議会の名称及び対象市町村 

 （名 称）菰野町地域公共交通会議 

 （対象市町村）三重県三重郡菰野町 

 

３．運営協議会にて合意に至った年月日 

  令和２年６月  日 

 

４．運送主体の名称、住所、代表者の氏名 

名    称   社会福祉法人菰野町社会福祉協議会 

住    所   三重県三重郡菰野町大字潤田 1281 番地 

代表者の氏名   会長 小林 周平       

 

５．合意の内容 

（１）路線又は運送の区域 

三重県三重郡菰野町のうち大字大羽根園 

（２） 旅客から収受する対価（対価の内容を添付すること） 

 添付の通り 

６．その他特記事項 

 

                  令和２年 ６月  日 

 

                   菰野町地域公共交通会議会長 平井 滿 
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旅客から収受する対価の種類、額及び適用方法 

 

社会福祉法人菰野町社会福祉協議会 

運送の種別：公共交通空白地有償運送 

 

1. 「運送の対価」の種類及び額及び適用方法 

 

  時間制運賃 

適用 額 

初乗り 15分まで（1 運行につき） 500 円 

以後 15分ごと 500 円 

  旅客を運送するために旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を 

終了するまでに要した時間により算出する。 

 

2. 「運送の対価以外の対価」の種類及び額及び適用方法 

  なし 

 

3. その他 

 利用者の要請により有料道路、自動車航送船、有料駐車場等を利用した場合に

おける当該利用の実費については、利用者負担とする。 

 道路事情、交通規制等客観的な事情によるとき又は他に適当な方法がないため 

やむを得ず有料道路、自動車航送船を利用して往路もしくは復路が回送と異な

る場合における当該利用の実費については、利用者負担とする。 


